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たくそう君におけるシステム改修について
平素は弊社事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
以下の通り、たくそう君のシステム改修を実施いたしますので、ご連絡申し上げます。

２０２６年５月２７日（水）

 システム改修項目

 改修年月日

ページ改修内容（概要）改修項目No.

２～４
たくそう君において、竣工届を提出す
る際、標準送電日を満たさない日に
ちは登録不可とする。

接続送電希望年月日
(自)(至)項目

１

５～６電灯・動力の申込における用途項目
を一部追加・変更する。

電灯・動力申込における
用途項目２

７

（１）引込/計器位置変更申込時、
支払情報を入力可能とする。
（２）引込/計器位置変更申込時、
負荷設備を入力不可とする。

引込/計器位置変更申込
における

（１）支払情報項目
（２）負荷設備項目

３

８

接続送電サービスメニューが「電灯標
準/時間帯」の申込において、取付灯
数の入力がある場合、容量が500W
未満の負荷設備は登録不可とする。

電灯標準/時間帯接続送
電サービスメニュー申込時の

負荷設備項目
４

９

たくそう君において、
・電灯/動力臨時接続送電サービス
メニュー
・電灯/動力臨時定額接続送電サー
ビスメニュー
で申し込みを行う際、負荷設備の合
計容量が各メニューに適していない場
合、登録不可とする。

電灯/動力臨時申込時の
負荷設備項目５

１

重要



3

Kansai Transmission and Distribution,Inc.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 重要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．接続供給開始希望年月日(自)(至)の登録制限

１．本システム改修により標準送電日を満たさない接続供給開始希望年月日は
登録不可となります。低圧託送工事申込の際は、標準送電日を考慮いただ
き余裕を持ったお手続きをお願いいたします。

２．工事費のご請求が必要な場合や行政などへの申請が必要な場合、また、工
事箇所の状況や工事内容によっては申し込みいただいた日程で工事不可の
場合がございます。「たくそう君」上で接続供給開始希望年月日が登録可能
な日程であっても、当該日程での工事をお約束するものではございません
ので、あらかじめご了承ください。

お願い
事項

（１）接続供給開始希望年月日(自)

（２）接続供給開始希望年月日(至)

（３）接続供給開始希望年月日(自)～(至)

◇変更前:任意入力
◆変更後:必須入力＊(自)(至)共に必須入力

◇変更前:入力制限なし
◆変更後:以下の条件を満たさないと入力不可
＜申込と竣工を同時に提出いただく場合＞
 申込日の翌営業日から起算して

７営業日以降の日を入力要
＜竣工届のみ後日提出いただく場合＞
 竣工届の提出日の翌営業日から起算して

５営業日以降の日を入力要

◇変更前:入力制限なし
◆変更後: (自)～ (至)に４営業日以上の幅

を確保し入力要
（例）4/3(金)～4/7(火) ←４営業日以上の幅がない×

4/3(金)～4/8(水) ←４営業日以上の幅がある〇

【営業日の除外日について】
以下の日程は営業日にカウントされ
ません。
土日・祝日 ゴールデンウィーク
（4/29～5/5）盆(8/13～
8/16) 年末年始(12/28～1/6)

※標準送電日の考え方は次ページを参考ください

背景 背景
・従来より接続供給開始希望年月日は標準送電日※に準じた登録が必要であった一方、
これまでシステム上登録制限がなかったことから標準送電日※を満たさない接続供給開始
希望年月日での申込が多発していた。（※標準送電日とは→Q＆A２へ）
・そのため、都度弊社から申込者さまへ電話連絡を行い、標準送電日を満たす日程としてい
ただくよう、日程調整を行う必要があった。

⇒標準送電日を満たさない接続供給開始希望年月日は申込できないよう仕様変更し、
弊社と申込者さま双方の日程調整に係る負担を軽減する。

 改修箇所:竣工届

２
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 補足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．接続供給開始希望年月日(自)(至)の登録制限

【至】:申込日の翌営業日から起算して７営業日以降
【自～至】:４営業日幅以上

4/15
(水)

4/14
(火)

4/13
(月)

日土4/10
(金)

4/9
(木)

4/8
(水)

4/7
(火)

4/6
(月)

日土4/3
(金)

８
営業日

７
営業日

６
営業日

５
営業日

４
営業日

３
営業日

２
営業日

１
営業日

申
込
日

(自) 4/9 ～ (至) 4/14
 申込日の翌営業日から７営業日以降の
日を含む⇒満たす〇

 4営業日幅⇒満たす〇

(自)4/10 ～ (至) 4/14
 4営業日幅⇒満たさない×

(自) 4/8 ～ (至) 4/13
 申込日の翌営業日から７営業日以降の日を含む

⇒満たさない×

■申込と竣工届を同時に提出いただく場合■申込と竣工届を同時に提出いただく場合

【至】:竣工届提出日の翌営業日から起算して５営業日以降
【自～至】:４営業日幅以上

4/15
(水)

4/14
(火)

4/13
(月)

日土4/10
(金)

4/9
(木)

4/8
(水)

4/7
(火)

4/6
(月)

日土4/3
(金)

８
営業日

７
営業日

６
営業日

５
営業日

４
営業日

３
営業日

２
営業日

１
営業日

竣
工
届
提
出
日

(自) 4/7 ～ (至) 4/10
 申込日の翌営業日から５営業日以降
の日を含む⇒満たす〇

 4営業日幅⇒満たす〇

(自)4/10 ～ (至) 4/14
 4営業日幅⇒満たさない×

(自) 4/6 ～ (至) 4/9
 申込日の翌営業日から
５営業日以降の日を含む
⇒満たさない×

■竣工届のみ後日提出いただく場合■竣工届のみ後日提出いただく場合

３
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Q＆A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．接続供給開始希望年月日(自)(至)の登録制限

Q1

A1

たくそう君に接続供給開始希望年月日がエラーで登録できないのはなぜ?

たくそう君のシステム上、標準送電日を確保できていない日程は登録できない仕様とさ
せていただきました。標準送電日を満たす日程の登録をお願いします。
◆標準送電日とは→Q2へ

標準送電日とは、[現場調査不要]かつ[引込線工事および計器工事のみ]の場合
の工事にかかる所要日数および工事調整幅(接続供給開始希望年月日(自)～
(至)までの期間)を言います。
具体的な所要日数および工事調整幅は以下の通りです。
＜所要日数＞
①申込と竣工届を同時に提出する場合:申込日の翌日から起算して７営業日
②竣工届を後日提出する場合:申込日の翌日から起算して５営業日

＜工事調整幅＞
上記①②どちらの場合でも、4営業日以上の幅が必要

標準送電日とは何?Q2

A2

標準送電日に準じた内容なのに接続供給開始希望年月日エラーとなるのはなぜ?Q3

A3 以下3点ご確認ください。

「至」が、「自」から起算して4営業日以降の月日となっているか

＜申込と竣工届を同時に提出する場合＞
接続供給開始希望年月日の(至)が、申込日の翌営業日から起算して
7営業日以降の月日となっているか

＜竣工届を後日提出する場合＞
接続供給開始希望年月日の(至)が、竣工届提出日の翌営業日から起算して
5営業日以降の月日となっているか

【上記を満たしてもなお、エラーとなる場合】
入力日が以下の営業日の除外日をカウントしていないか

・土日・祝日
・ゴールデンウィーク（4/29～5/5）
・盆(8/13～8/16)
・年末年始(12/28～1/6)

Check

Check

Check

Check

４
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２．電灯・動力の申込における用途項目の一部追加・変更

 背景
・当社は法令に基づき、定期的にお客さまの電気設備に関する安全調査を実施して
おり、特に表１に該当する特定施設は、年に1回以上の頻度で調査を行っている。
・特定施設に該当するか否かは「託送工事申込時の用途情報」にて判断している。

⇒一部の特定施設が用途項目にないため、用途項目を追加・変更するもの。

表１:当社HP「電気設備の安全調査」

 改修箇所:用途

「用途」の選択肢が、一部追加・変更となります。追加・変更項目については次頁参照。

５
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純住宅・戸建

一般住宅

純住宅・集合
施設付住宅（５坪未満）
別荘等
介護住宅・寝たきり老人宅
その他

保育所

学校・官公庁
幼稚園（こども園含む）
小学校（特別支援学校含む）

施設付住宅（５坪以上）

事務所・病院

事務所
病院（入院施設が無いもの）
病院（入院施設が有るもの）

老人福祉施設
寺社・仏閣・文化財施設等
その他

旅館飲食店娯楽
店 プール

その他

施設付住宅（５坪以上）

美容院・理髪店・ｸﾘｰ
ﾆﾝｸﾞ店

美容院
理髪店
クリーニング
銭湯（日帰り入浴施設含む）
エステ
コインランドリー
その他

←追加

←追加
←追加

←追加

←追加

←追加

←追加

←追加

←変更
（日帰り入浴施設を
含む）を追記

 用途の追加・変更項目（電灯・動力）

６

２．電灯・動力の申込における用途項目の一部追加・変更
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３．引込位置/計器位置変更申込時の
（１）負荷設備の入力制限（２）支払情報の有効化

（２）支払情報の有効化
・引込/計器位置変更申込の際、「工事費のお支払」の入力ができない仕様となっていたが、
工事費の請求を行うため支払情報の登録が必要である。

⇒引込位置/計器位置変更申込時に支払い情報の登録を可能とする

（１）負荷設備の入力制限
・本来、引込位置/計器位置変更申込の際、負荷設備の入力は不可。
（容量変更を伴う場合は、「容量変更」にて申込が必要）
・しかし現行のシステム上は入力可能となっている。

⇒引込位置/計器位置変更申込時に負荷設備の入力ができないようにする

 改修箇所

「申込種別:引込位置変更 または 計器位置変更」を選択した場合

（１）
負荷設備欄が非活性化し
入力不可となる

（２）
支払情報欄が入力可能となる
→支払情報を入力ください。

（１）

（２）
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４．「電灯標準/時間帯」の申込において
取付灯数の入力がある場合の負荷設備の登録制限

背景 背景
・これまで取付灯数に入力がある場合でも、負荷設備に500W未満の設備を登録できる
仕様となっていた。
・本来、500W未満の負荷設備は(実負荷算定を除き)灯数・コンセント数に含めて算定
を行うため、登録いただく必要はありません。

 ⇒取付灯数に入力がある場合、500W未満の負荷設備は登録不可となるよう制限す
る。

 改修箇所

接続送電サービスメニュー欄において 「電灯標準接続送電サービス または 電灯時間帯
接続送電サービス」を選択しており「公衆街路灯として使用する」にチェックがない場合、
取付灯数が0より大きく、かつ電気機器（負荷設備）に登録された容量が500W未満
の場合はエラーとなる。

接続送電サービスメニュー

取付灯数

負荷設備

８



10

Kansai Transmission and Distribution,Inc.

５．電灯/動力における臨時申込の合計容量の登録制限

 背景
・臨時申込にあたっては、負荷設備の合計容量に応じた適切な接続送電サービスメ
ニューを選択する必要がある。（「合計容量別 接続送電サービスメニュー一覧」参照）
・しかし、これまでは接続送電サービスメニューに適さない負荷設備容量の入力があっても、
システム上登録可能であったため、申込受領後に訂正対応が一定数発生していた。

⇒接続送電サービスメニューに適さない負荷設備の値が登録できないよう制限する

 改修箇所

接続送電サービスメニューおよび電気機器の合計容量（容量×台数）において、
以下の「合計容量別 接続送電サービスメニュー一覧（臨時）」に準じた内容以外は
登録不可となる。

接続送電サービスメニュー

容量 台数

接続送電サービスメニュー合計容量電灯・動力臨時

電灯臨時定額接続送電サービスメニュー3000W以下電灯臨時

電灯臨時接続送電サービスメニュー3000W超過

動力臨時定額接続送電サービスメニュー5000Ｗ以下動力臨時

動力臨時接続送電サービスメニュー5000W超過

 合計容量別 接続送電サービスメニュー一覧（臨時）

９


